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情報提供
事業開催

利用・参加

  公共スポーツ施設等  

 ・市民体育館・武道館
 ・秋ケ瀬運動場施設
 ・いろは遊学館・公民館
 ・総合福祉センター

  学校施設

 ・学校開放施設
　　校庭、体育館
　　地域交流スペース
　　夜間照明施設

  民間施設

 ・スポーツクラブ
 ・企業のスポーツ施設

サービスの
提供 利用・参加

市 民

スポーツ推進の場

連携 連携

スポーツ推進の関係団体

志木市スポーツ推進審議会

学校開放運営協議会

地域関係団体
 　町内会・ＰＴＡ・子ども会・
　 婦人会・老人クラブ

スポーツボランティアバンク

放課後子ども教室運営委員会

志木市
志木市教育委員会

志木市体育協会
志木市レクリエーション協会
志木市スポーツ少年団

スポーツ推進委員

（公財）志木市文化スポーツ振興公社

総合型地域スポーツクラブ

連携・協力支援・助言

情報提供
事業開催

利用・参加

連携・協力 支援・助言

(注)

(注)

(注)

(注)

第２章 計画の推進体制 

 

第３期志木市スポーツ推進計画の推進については、次のような体制で進めて

いきます。  
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